
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 総合教育センター空気調和機オーバーホール 

 契 約 業 者 名 新晃アトモス株式会社 大阪支社 

 随意契約の理由 

 
    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 
      

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

本件の業務対象機器は、総合教育センターにおける空気調和機である。平成元年度に設置

されてから34年が経過しており、経年劣化が進行し整備が必要な時期となっている。当

該機器が故障した場合、施設の冷暖房を行うことができず、施設運営に多大な影響が生じ

る。このため、空調機（モータ本体、ファンベアリング、プーリ、ベルト）・全熱交換器

（ギヤモータ、モータ架台、プーリ、ベルト）のオーバーホール及び総合試運転調整を行

い、機器の性能維持及びライフサイクルの長期化を図るものである。 
当該機器は新晃工業株式会社製でありオーバーホールにおいては、製造者しか知り得ない

設計図書や図面が必要である。新晃工業株式会社製造の空調機の保守・点検・部品の交換

及び調整については新晃アトモス株式会社に一任されており、本業務の施工に必要な技術

力を有している上記業者以外ではオーバーホールを行うことが不可能である。 
以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

教育委員会事務局総合教育センター研修育成係 

担当    （電話番号０７８－３６０－２００３） 
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